
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市 

避難所運営マニュアル 
事前準備解説編 

 

～地域版避難所運営マニュアルの作成に向けて～ 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、多大な被害の発生に 

伴い、非常に多くの方が避難所へ避難し、避難所のあり方や運営体制に多く 

の課題が残りました。 

本マニュアルは、それらの課題解決に向けた様々な取組みの内容を反映し、 

地震のみならず、あらゆる災害時の避難所運営に活用されるよう、また、避 

難所に集まる全ての方の協力のもとで運営が行われるよう、仙台市の避難所 

の『基本的な活動』を示したものです。 

 

この「事前準備解説編」では、避難所運営を行うにあたり、マニュアルを 

有効に活用し、地域版のマニュアルを作成するために事前に行っておくべき 

事項について記載しています。 
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▶ この章では、避難所運営を行うにあたっての、仙台市の避難所運営に関する基本原則

などを記載しています。 

▶ 避難所運営への準備を始める際に、基本的な確認に使用していただくものです。 

第 1 章 避難所運営にあたって 

―１― 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 避難所は、「避難を必要とする方」を受け入れる施設です。 

▶ 避難所は、「災害時に緊急的に住民等の安全を守り、または、災害により住家を失った住 

 民等の生活の場を確保するための施設」です。 

▶ 以下のような「避難を必要とする方」を受入れの対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 避難所は、避難者を一時的に受け入れる施設です。 

▶ 避難所として活用する施設は、本来別の用途があります。避難者の受入れは一時的なもの 

であり、自宅に戻ることのできる方や仮設住宅などへの受入れが決まった方には退所を促 

し、施設本来の用途の回復を目指します。 

◆ 避難所は、避難者の「必要最低限の生活」を支援する施設です。 

▶ 災害時に避難所で支援できることには限界があるため、避難者の要望全てに応じるのでは 

なく、避難者の「必要最低限の生活」のために必要なことから優先して対応します。 

▶ ただし、できる限り普段の生活との落差を少なくする「配慮」（特に高齢の方や障害のある 

方などへの配慮や、プライバシーの配慮）を適切に行うことが必要です。 

１ 基本原則その１ －仙台市の避難所に関する考え方－ 

【避難を必要とする方とは】 

→ 住居が被害を受け、居住の場を失った方 

→ ライフラインの被害により、日常生活が著しく困難な方 

→ 避難勧告が発せられる等により緊急避難の必要がある方 

など 

―２― 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆ 自助・共助・公助の取り組みにより、円滑な避難所運営を目指します。 

▶ 自助・共助・公助それぞれの活動が活発に行われ、それぞれの取り組みと相互の協力により、

円滑な避難所運営を目指します。 

「自助」-個人・家庭で、自身や家族の身の安全を守る活動や、そのための備え- 

○ 日常からの備えが大切。 

＊ 自宅の耐震化や家具の転倒防止を行って被害軽減に努めます。 

＊ 食料や水（1週間分程度）、簡易調理器などの備蓄を行い、食料不足やライフラインの停止に備えます。 

○ 安全な避難をする。 

＊ お住まいの地域の避難所や、いっとき避難場所を事前に把握します。 

＊ お住まいの地域では避難時にどのように行動するのかを事前に把握しておきます。 

＊ 災害時に避難する避難所や安否の確認方法を家族で共有しておきます。 

○ 避難所でも必要最低限の自立した生活を行う。 

＊ 食料や水をすぐに持ち出せるよう準備しておき、避難の際に持参します。 

＊ 常用の薬や乳幼児のおむつなど、普段の生活で欠かせない物も準備しておきます。 

＊ ラジオと電池、携帯電話の簡易充電器など、情報源と電源を準備しておきます。 

「共助」-地域の中で地域住民の安全を共に守る活動や、そのための備え- 

○ 地域で安全迅速に避難する、地域住民の安否を確認する。 

＊ 避難する避難所やいっとき避難場所、避難の方法などを決めておきます。 

＊ 避難の際に支援が必要となる方を把握し、避難支援の方法を決めておきます。 

＊ 災害時の安否の確認方法を決めておきます。 

○ 円滑な避難所運営と地域支援を行う。 

＊ 地域の避難所の活用方法や避難所運営の役割、運営方法を決めておきます。 

＊ 避難が困難な方への支援について決めておきます。 

＊ 地域の事業所との連携や協力について決めておきます。 

＊ 避難所運営訓練、避難所の施設や資機材の事前確認などを行います。 

「公助」-行政が市民の安全を守るために行う各種活動や、そのための備え- 

○ 円滑な避難所運営と迅速な避難所への支援を行う。 

＊ 食料や資機材の備蓄、無線の整備、物資の配送システムの充実など、物や情報の支援体制 

を整備します。 

＊ 避難所担当職員の派遣体制の整備、職員教育の徹底など、しっかりとした支援体制を構築します。 

＊ 地域団体や施設との事前協議、避難所運営訓練などの実施により、地域団体・避難者、行政、

施設の協働による運営体制を整備します。 

 

―３― 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 補助避難所 

▶ 指定避難所を補完する施設です。 

▶ 指定避難所に派遣される職員が、巡回などを行います。 

▶ 指定避難所と連携しながら、地域団体を中心に運営します。 

▶ 市がアルファ米などの食料を備蓄しています。 

▶ 防災資機材倉庫を併設している場合は資機材も備蓄しています。 

▶ 支援物資などは指定避難所を介して配送されます。 

（指定避難所からの運搬を地域にお願いすることがあります。） 

（避難所の開設状況や配置状況、避難者数などによっては、 

補助避難所へ直接配送するなどの対応を行います。） 

 

＊ 補助避難所は、指定避難所を補完する施設として、下の囲みのような場合に活用される施設で

あることを基本としています。 

＊ 具体的な開設時期や開設方法などについては、地域、市、施設が事前協議を行い、整理します。 

＊ なお、補助避難所は、指定避難所と連携して運営を行いますので、運営方法や連携について平 

時から話し合いを行っておく必要があります。 

① 指定避難所 

▶ 住民等が発災直後から避難できる施設です。 

▶ 原則として市が避難所担当職員を派遣します。 

▶ 地域団体・避難者・市職員・施設管理者等が協働して運営します。 

▶ 市がアルファ米などの食料や物資を備蓄しています。 

▶ 市の支援物資などが直接配送されます。 

 

＊ 指定避難所は、発災直後から避難できる施設として指定しており、避難の必要がある方は原則

として指定避難所に避難します。 

＊ 地域団体、仙台市、施設が事前に協議を行い、避難所運営に関する役割などをあらかじめ決め

ておきます。 

＊ 指定避難所は、避難所周辺の地域住民が主な避難者となることから、特に地域の中では、避難

した場合の運営方法などについて、平時から話し合いを行っておくことが重要です。 

○補助避難所の活用例 （事前協議によりあらかじめ決めておきます。） 

・指定避難所での生活が困難な方（災害時要援護者など）を受け入れる施設として活用 

・地域の立地条件から指定避難所への避難が困難な方を受け入れる施設として活用 

・指定避難所の収容人員を超えた場合、損壊等により受入れができない場合に活用 など 

２ 基本原則その２ －地域における避難所等と役割－ 

 

コミュニティ・センター 

 

仙台市立小中高等学校など 

 

市民センター 
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④ 地域の公園など（いっとき避難場所） 

▶ 地震災害発生直後に、住民が家屋倒壊の危険などから身の安全を 

守ったり、自主防災組織による避難行動や安否確認を実施するた 

めに集合する場所です。 

▶ いっとき避難場所は、地域で近隣の公園や広場の中から事前に決 

めておきます。 

 

近隣の公園など 

〔参考〕 福祉避難所  ※原則として発災直後の避難はできません 

▶ 指定避難所や補助避難所での生活が困難な高齢者や障害者を受

け入れる二次的な避難施設です。 

▶ 社会福祉施設の被害状況や受入れの可否を市が確認した上で、避 

難所からの要請などに応じて受入れの支援を行います。 

 

＊ 福祉避難所は、社会福祉施設など普段から利用されている方のいる施設ですので、市が災害後

の被害状況や利用状況などを確認した上で、受入れの支援を行います。 

  したがって、原則として発災直後に直接の避難はできません。 

＊ 指定避難所などへの避難が困難、または指定避難所などでの生活が困難な高齢者や障害者の方

を中心に受入れの支援を行います。 

 

社会福祉施設など 

―５― 

③ 地区避難施設（がんばる避難施設） 

▶ 地域の方々が自主運営する施設です。 

▶ 地域の方々が自ら備蓄などの準備を行い、災害時に備えます。 

▶ 公的支援としては、指定避難所への物資供給が可能となってから

は、指定避難所において支援物資を受け取ることができます。 

（指定避難所からの運搬は、原則としてその避難施設を運営する

方々が行います。） 

 

＊ 集会所など、地域の施設を避難所として活用する場合、そこに避難する方々自身が普段から備 

蓄を行い、災害時の運営までを自立して行います。 

＊ 地域の判断で「地区避難施設」を立ち上げた後、各地域の指定避難所へ報告が行われることで 

市が認知します。当初は支援を個別に行うことはできないため、運営する方々自身が、運営方 

法などについて事前に十分な検討や準備を行う必要があります。 

 

地域の集会所など 

○「地区避難施設」として活用する場合の前提条件 
・支援物資や情報の収集等について、指定避難所を通じて地域が自主的に動ける体制が整っている。 
・活用する集会所の施設面での安全確認が事前になされている。 
・地区避難施設の使い方を含めた避難所運営が地域主体で行える。 
・地区避難施設として必要な施設の整備や備蓄品の調達は、原則として地域が行う。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 避難所運営に関わる組織・人 〉 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 「避難所担当職員」とその役割（仙台市） 

▶ 仙台市から避難所に派遣される職員です。市が避難勧告等を発令した場合や、

市内で震度 6 弱以上の地震が発生した場合に、各指定避難所へ派遣されます。 

▶ 避難所担当職員は、避難所運営委員会の活動全般に携わるとともに、主に区 

との情報連絡を行い、避難所内の課題解決に向けて要請や調整を行います。 

 

◇ 「施設管理者・職員」とその役割（施設） 

▶ 避難所となる施設の管理者や職員です。 

▶ 避難所内の居住スペースや共有スペースを設置する際に調整や助言を行うな 

ど、施設の活用に関することを中心に運営の支援を行います。 

 

◇ 「地域団体」とその役割 

   ▶ 連合町内会や町内会など、避難所が設置される地域で組織されている団体です。 

▶ 地域によって民生委員児童委員や地区社会福祉協議会等も密接に関わるなど、 

  形は様々ですが、本マニュアルでは地域団体として記載しています。 

▶ 特に避難所開設当初においては、円滑に運営を開始するために、地域団体が 

中心となって運営の各種活動を行います。 

◇ 「避難者」とその役割 

▶ 避難所に避難される方です。避難者は、おおむね避難所が設置されている地 

域の住民ですが、それ以外の方が避難される場合もあります。 

       ▶ 避難者は、地域団体等の指示のもと、避難所の各種活動を積極的に行います。 

       ▶ また、避難所運営委員会は、時間の経過とともに地域団体中心から避難者中 

心へと移行し、避難者による自主的な運営を行っていきます。 

 

３ 基本原則その３ －仙台市の避難所運営の形－ 

 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

◆ 避難所は、「地域団体・避難者」、「仙台市」、「施設」が協働し運営します。 

▶ 避難所運営に必要な様々な活動を円滑に行うため、避難所では、連合町内会等の地域団体 

及び避難者、仙台市が派遣する避難所担当職員、施設の管理者や職員からなる「避難所運 

営委員会」を立ち上げ、組織的な活動を実施します。 

▶ 避難所では、そこにいる方全員が世代や性別に関係なくそれぞれの役割を果たすとともに、 

情報を共有しながら、相互に連携して各種活動を実施します。 

 

―６― 



 

 

 

〈 避難所運営委員会組織図（例） 〉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 避難所運営委員会の立ち上げ「前は」・・・ 

   避難所開設当初は、避難所運営委員会の立ち上げが困難なことが予想されます。 

 運営委員会を立ち上げるまでは、避難スペースの割り振りや、人数の確認など、必要な活

動を地域団体を中心に実施し、できるだけ早期に運営委員会の立ち上げができる体制を整え

ます。 

 

 ○ 避難所運営委員会を立ち上げた「後は」・・・ 

委員長を中心に、各活動班や居住組で運営に必要な活動を分担して実施します。 

活動をスムーズに始めるために、当初は、委員長・班長・組長は地域団体から選出します

が、時間の経過にあわせて入れ替えを行い、地域団体にかかわらず、避難者が中心となって

運営する委員会へと体制を移行します。 

 

 

「活動班」とは 

班長を中心に、避難所に必要

な活動を実施する班で、地域団

体や避難者で編成します。 

「居住組」とは 

避難者を避難スペース単位

で編成した組のことで、町内会

などを基にして編成します。 

―７― 

 避 難 所 

避難所運営委員会 

総 務 班 

名 簿 班 

情報広報班 

食料・物資班 

救 護 班 

衛 生 班 

 
活動班 

 
居住組 

居 住 組 

居 住 組 

班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

班長 

組長 

組長 

 

地域の関連団体 

（民生委員児童委員など） 

避難所担当職員 

（市からの派遣職員） 

施設管理者・職員 

委 員 長 副委員長 

（地域団体）
 

・・・ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 避難所運営について、地域団体、仙台市、施設による事前協議を行います。 

▶ 避難所の配置状況や避難所運営の体制などは、地域によって様々です。 

▶ 仙台市では、各地域にある避難所のうち、活動の拠点となる避難所（主に指定避難所）を 

中心として、地域団体、仙台市、施設による事前協議を行い、お互いに顔の見える関係を 

築きながら、それぞれの役割を事前に確認し共有します。 

▶ また、補助避難所の活用が見込まれる地域では、その活用方法や開設時期、「指定避難所と 

どのように連携するか」などについても、併せて確認し共有します。 

◆ 事前協議に基づき、各地域において地域版マニュアルを作成し、活用します。 

▶ 事前協議において決定した事項について、本マニュアル活動編の「避難所運営事前協議事 

項」(P25～)に記載し、互いに共有することで、各地域の特性を生かした「地域版マニュ 

アル」として完成させ、活用します。 

▶ その他にも、本マニュアルを基本として、地域の実情に応じて新しいマニュアルを作成し 

たり、すでに地域で作成しているマニュアルに本マニュアルの内容を生かしたりと、柔軟 

に地域版マニュアルを作成します。 

▶ また、地域版マニュアルは防災訓練などで活用して内容を点検したり、状況の変化に合わ 

せて適時見直しを行います。 

４ 基本原則その４ －避難所運営に関する事前協議－ 

５ 基本原則その５ －本マニュアルの活用、地域版マニュアル－ 

 

仙台市立小中高等学校など 

指定避難所 

 

地域版避難所運営マニュアル 

 

市民センターなど 

補助避難所 

―８― 

 

指定避難所施設 

補助避難所施設 

地域団体 
 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

事 前 協 議 

仙台市 

 

 

 

指定避難所施設 

補助避難所施設 

地域団体 
 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

事 前 協 議 

仙台市 

 

 

 

地域の集会所など 

地区避難施設 
（がんばる避難施設） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 本章では、地域団体、仙台市、施設により行う「事前協議」や、その他に避難所運営

を行うにあたり行っておく準備について記載しています。 

▶ 「事前協議」では、地域にある避難所の開錠、開設、運営等について、手順や各関係

者が行う活動を確認し、地域版のマニュアルの完成を目指します。 

 

第２章 避難所運営の事前準備 

―９― 



 

▶ 避難所運営に携わる関係者は、災害時に円滑な避難所運営を行うことを目的として、 

事前に運営に関する協議を行います。 

▶ 協議した内容は「活動編（Ｐ25～）」に書き込んで、災害時に生かします。 

▶ 協議で決めておくべきポイントは以下のとおりです。 

 

 

 

○ 自分の地域にある避難施設の確認。 

○ 地域住民を最初に避難させる避難所の確認。（※基本は指定避難所） 

○ 鍵の管理体制の確認、開錠や安全確認の手順の確認。 

○ 施設内の利用方法やルールの確認。 

○ その他の施設の活用方法、開設手順、避難所間の連携体制の確認。 

 

 

 

○ 避難者を収容する場所、収容方法の確認。（施設の利用計画等を参照） 

○ 収容後に行う初動対応の確認。 

＊ 受付の設置や人数確認の方法等を決めている地域では、皆で共有します。 

＊ 決めていない地域では、どのように行うかを確認しておきます。 

○ 地域団体、市が派遣する避難所担当職員、施設の管理者や職員の役割（初動対応）の確認。 

 

 

 

○ 住民の年齢層や地理的特長など、起こりうる事態の確認。 

 ＊ 高齢者が多数避難する・避難所に避難できない方が発生する  ・・・など 

○ 地域の特性を踏まえ、避難所運営を行う上で留意する事項の確認。 

  ＊ 高齢者が多数避難した場合の避難スペースの割り振りを決める 

＊ 避難できない高齢者などに対する地域の対応を決める      ・・・など 

 

 

 

 ○ 参加者で共有します。 

 ○ 地域内での情報共有手段を検討します。 

 ○ 地域内で共有し、その後、共有の確認をします。 

 

 

１ 事前協議 

地域にある避難所の活用方法を決めます。 

初動対応や、地域団体・仙台市・施設の役割を決めます。 

その他の地域特性などについて確認しておきます。 

―１０― 

確認した事項を共有します。 



 

《 事前協議のイメージ 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域の避難所について】 

○ 避難所として活用（使用）できる施設は？ 

○ それぞれの施設の地域での位置づけは？ 

 

 

仙台市立小中高等学校など 

指定避難所 

【指定避難所について】 

○ 夜間の開錠方法は？ 

○ 事前の鍵の管理は？ 

○ 安全確認の方法は？ 

○ 避難者を収容する方法は？ 

【補助避難所について】 

○ 活用方法は？開設時期は？ 

○ 開設時の運営要員の割振りは？ 

○ 物資や情報をどう届ける？ 

など 

【地区避難施設について】 

○ （独立した自主運営を原則として） 

  活用する町内会があるか？ 

○ 支援が必要になった場合の対応は？ 

                など 

○ 初期段階にまず行うことは？ 

○ 関係者の役割分担は？ 

○ 運営委員会の立ち上げ時期は？ 

○ 施設内の利用方法やルールは？ 

など  

仙台市立小中高等学校など 

指定避難所 

＊連携方法は？ 

 

市民センターなど 

補助避難所 

 

市民センターなど 

補助避難所 

―１１― 

 

指定避難所施設 

補助避難所施設 

地域団体 
 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

事 前 協 議 

仙台市 

 

 

 

地域の集会所など 

地区避難施設 
（がんばる避難施設） 

 

地域の集会所など 

地区避難施設 
（がんばる避難施設） 



 

 
▶ 災害時に、事前協議で決定した事項に基づき円滑な活動を行うためには、活用するマ

ニュアルにその内容が反映されていることが重要です。 

▶ 本マニュアル（活動編）は、仙台市の基本的な方針を示したマニュアルとなっている

ことから、事前協議の結果を反映し、地域の特性を生かした「地域版避難所運営マニ

ュアル」を作成します。 

▶ 以下のいくつかの作成例を参考に、地域に合った方法で「地域版避難所運営マニュア

ル」を完成させてください。 

 
《地域版マニュアルの作成例》 

 
 
＊ 本マニュアルは、事前協議で決定した事項を書き込む欄を設けていますので、そこに書き込

むことで、地域版マニュアルとして活用することができます。 

（記載例：Ｐ17～  実際の記載欄：活動編Ｐ25～） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 本マニュアルは、基本的な事項を記載したマニュアルですので、地域の実情に応じて、内容

を修正したり、新しい項目や新しいシート（※）を追加することで、地域版マニュアルを作

成します。（※別冊のマニュアルシート集を参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

２ 地域版マニュアルの作成 

作成例① 本マニュアルに事前協議で決定した事項を書き込む方法 

本マニュアルの「活動編」 

に決定した事項を書き込む 

 

本マニュアル 

○○○ 

 

 

新
シ
ー
ト 

 

新
規
項
目 

 

本マニュアル 

本マニュアルに項目や 

シートなどを追加する 

 

地域版 

避難所運営マニュアル 

作成例② 本マニュアルに新しい項目やシートを追加する方法 

 

地域版 

避難所運営マニュアル 

―１２― 

事前協議 

 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

 

 

事前協議 

 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ すでに地域でマニュアルを作成している場合は、本マニュアルの内容や各種様式などから、

必要な要素を取り入れて、地域版マニュアルを作成することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊ 本マニュアルに記入したり、内容を足したりするのではなく、本マニュアルを参考に、一か

ら新しいマニュアルを作成することも「地域版マニュアル」作成方法の１つです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○町内会 
○町内会 

 

作成例③ 地域の既存のマニュアルに、本マニュアルの要素を取り入れる方法 

 

地域の既存のマニュアル 

作成例④ 本マニュアルをもとに、新しいマニュアルを別途作成する方法 

 

地域版 

避難所運営マニュアル 
地域の既存のマニュアルに 

本マニュアルの内容や様式を取り込む 

 

地域版 

避難所運営マニュアル 
本マニュアルを参考に 

別途マニュアルを作成 

 

本マニュアル 

参考 

 

本マニュアル 

 
内
容 

シ
ー
ト 

様
式 

―１３― 

事前協議 

 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

 

 

事前協議 

 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

 

 



 
 

▶ 災害時に地域版マニュアルをより効果的に活用するためには、マニュアルに記載して

あることを速やかに行動に移せることや、必要な物資や資機材が速やかに活用できる

ことが重要です。 

▶ 地域版マニュアルの作成に併せて、その他の備えも行い、避難所運営の体制を充実さ

せましょう。 

 

 

 

 

＊ 避難方法については、地域の特性によっても大きく異なります。地域の特性に応じた避難方

法、避難時の携行品、避難施設などをあらかじめ話し合い、地域住民の間でしっかりと共有

しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 避難所などに仙台市が備蓄している、または、地域団体が準備している物資や資機材は、事

前協議や防災訓練などの機会に、備蓄場所や数量などの確認と使用点検などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 指定避難所やコミュニティ防災センター（防災資機材倉庫を併設した市民センターやコミュ

ニティ・センター）などの備蓄物資一覧は、活動編のＰ33、34 を参照してください。 

３ 避難所運営体制の充実と強化 

避難所運営で活用する物資や資機材を定期的に確認します。 

避難行動を地域の中で共有します。 

【携行品の例】 

○ 食料、飲料水、タオル、ちり紙、着替え、懐中電灯、携帯ラジオ、救急医薬品、 

  常用の薬、お薬手帳、粉ミルク、生理用品、携帯電話の簡易充電器、現金など、

自分や家族が必要とするもの 

○ 身軽な服装と底の厚い運動靴、必要に応じて雨具や防寒着など 

○ 家族の名札（住所、氏名、性別、生年月日、血液型を記載）     など 

 

指定避難所 

 

携行品 

 

いっとき避難場所 

 

仙台市立小中高等学校など 

指定避難所  

市民センターなど 

補助避難所 

備蓄してある物資や資機

材、運営用品などの確認 
併設されている防災資機

材倉庫などにある物資、資

機材などの確認 

地域で備蓄した物資や資

機材などの確認 

―１４― 

 

地域の集会所など 

地区避難施設 
（がんばる避難施設） 



 

 

 

 

 

＊ 避難所運営を行う上で必要となる「避難所のルール」などは、避難所ごとに定めて掲示でき

るよう、活動編（P35～）に例を示していますが、実際に避難所運営が始まってから作成

するのは困難なことも予想されます。このように、使用が見込まれるものについては、事前

に作成・準備しておくことも円滑な運営に必要なポイントです。 

＊ 事前協議などの機会に、地域のルールや施設の利用方法などを話し合っておくとともに、掲

示物などを作成して備蓄品と一緒に保管しておくなど、災害時に速やかに活用できるように

工夫しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 作成した地域版マニュアルに基づき、防災訓練を定期的に実施します。 

＊ 避難から避難所立ち上げまでの流れを確認するとともに、避難者の人数確認、トイレの組み

立て、アルファ米の炊き出しなど、実際に行う活動を皆で経験し共有します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 地域版マニュアルは一度作成して完了ではなく、防災訓練などを通じて、実態に合っている

かなど、内容を定期的に確認することが必要です。 

＊ 防災訓練などの際には、気づいた点などを関係者で再度話し合い、必要に応じてマニュアル

の修正や改良を行います。 

＊ また、見直した際には、地域の方々にその内容を周知することも忘れずに行ってください。 

 

地域版マニュアルに基づき、定期的に防災訓練を実施します。 

マニュアルを定期的に改良します。 

避難所運営で活用する掲示物などを事前に作成します。 

＊＊＊ 
・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・ 

避難所の 

ルール 

 

仙台市 仙台市 

 

○町内会 
○町内会 

 

防 災 訓 練 

  

地域版 

避難所運営マニュアル 

＊＊＊ 
 

避難所内の 

配置図 

―１５― 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 活動編（Ｐ25）に記載されている「避難所運営事前協議事項」の記載例などです。 

▶ ここでは、「連合町内会を中心に、地域にある小中学校をグループ化して運営する場合」

を例として記載しています。 

▶ 地域によって運営体制は異なりますので、ご自身の地域に合った運営をするため、事

前協議の参考としてご覧ください。 

▶ 記載例を参考に、地域の施設の配置やこれまでの運営体制などを考慮して、事前協議

を進めてください。 

 

 

 

 

 

―１６― 

参 考 



 

１ 地域の構成等 

 

２ 地域で活用する避難所等 

全体の代表者 

代表者： 連合町内会長 ＊＊＊＊  TEL：022-***-**** 090-****-**** 

補 佐： 副会長 ＊＊＊＊     TEL：022-***-**** 090-****-**** 

補 佐： 副会長 ＊＊＊＊     TEL：022-***-**** 090-****-**** 

地域・地域の関

係団体等 

○●町内会 
（代表者：町内会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

●●町内会 
（代表者：町内会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

○□町内会 
（代表者：町内会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

□□町内会 
（代表者：町内会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

■■町内会 
（代表者：町内会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

△△マンション自治会 
（代表者：自治会長 ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

○○地区社会福祉協議会 
（代表者：会長    ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

○○区民生委員児童委員協議会 
（代表者：会長    ＊＊＊＊        ） 

（ TEL  ：022-***-**** 090-****-****  ） 

 
（代表者：                         ） 

（ TEL  ：                            ） 

 
（代表者：                         ） 

（ TEL  ：                            ） 

指定避難所 

補助避難所 

 
※ 市立学校 
※ 市民センター 
※ コミセン  など  

施 設 ①：仙台市立○○小学校 （TEL：022-***-****        ） 

施 設 ②：仙台市立●●中学校 （TEL：022-***-****        ） 

施 設 ③：■■市民センター （TEL：022-***-****        ） 

施 設 ④：□□コミュニティ・センター （TEL：022-***-****        ） 

上記以外の施設 

 
※ 地区避難施設と 

して活用される 
集会所  など 

○●町内会集会所 （連絡先 ○●町内会長 090-****-****） 

 

 

 

 

一例 避難所運営事前協議事項【 ○○連合町内会 】 

―１７― 



３ 指定避難所・補助避難所に関する概要 

施 設 ① 仙台市立○○小学校 

施 設 管 理 者 校長＊＊＊＊     （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

避難所担当職員 

 ＊＊局＊＊＊＊課職員 （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

※夜間休日発生時の初動 

＊＊局＊＊＊＊課  ＊＊＊＊ （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

活 用 用 途  地域住民が最初に避難する施設として使用する。 

地 域 内 で の 

避難予定者等 

●●町内会 

○□町内会 

□□町内会 

■■町内会 

△△マンション自治会 

 

鍵 の 保 有 者 

(連絡先) 

校舎・体育館 ○○小学校職員 ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

体育館  ○○連合町内会長  ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

体育館  ●●町内会長 ＊＊＊＊     （022-***-**** 090-****-****） 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いる時間 

開錠  

○○小学校職員が開錠する 

安全確認 

基本は○○小学校職員。 

避難所担当職員、○○連合町内会役員は到着後に合流する。 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いない時間 

開錠  

○○小学校職員、職員到着前は地域の鍵保有者が開錠する。 

安全確認 

○○小学校職員、避難所担当職員、○○連合町内会役員のうち到着してい 

る者が行う。 

運営に関する 

特記事項 

 

※施設利用や 

他施設との 

連携のルール 

など 

1 避難所は区から要請された場合か、避難所にいる○○小学校職員、○○連合町内会

役員、避難所担当職員が必要と判断した場合に開設する。施設の安全確認は必須。 

2 避難者を収容するのは、体育館とする。ただし、体育館での生活が困難な高齢者や障

害者など配慮が必要な方がいる場合は、1 階多目的室、××教室の順に開放する。 

また、必要に応じて□□コミュニティ・センターを開設する。 （別紙：学校平面図による） 

3 ○○小学校で避難者を受け入れきれない場合は、●●中学校の収容状況を確認のう

え調整する。また、■■市民センターを開設する。 

4 ●●中学校、市民センター、コミュニティ・センターとの調整は、○○小学校の運営委員

会を本部として行い、各避難所へ役員を割り振って連携する。 

市の避難所担当職員は、定期的に各施設を巡回する。 

5 市の支援物資の供給が始まったら、各施設で必要な物資は、小学校の運営本部で取

りまとめる。物資の配送は、皆で協力して行う。 
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施 設 ② 仙台市立●●中学校 

施 設 管 理 者 校長＊＊＊＊     （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

避難所担当職員 

 ＊＊局＊＊＊＊課職員 （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

※夜間休日発生時の初動 

＊＊局＊＊＊＊課  ＊＊＊＊ （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

活 用 用 途 地域住民が最初に避難する施設として使用する。 

地 域 内 で の 

避難予定者等 

●●町内会 

○□町内会 

□□町内会 

■■町内会 

△△マンション自治会 

 

鍵 の 保 有 者 

(連絡先) 

校舎・体育館 ●●中学校職員 ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

体育館  ○○連合町内会長  ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

体育館  □□体育振興会長  ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いる時間 

開錠  

●●中学校職員が開錠する。 

安全確認 

基本は●●中学校職員。 

避難所担当職員、○○連合町内会役員は到着後に合流する。 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いない時間 

開錠  

●●中学校職員、職員到着前は地域の鍵保有者が開錠する。 

安全確認 

●●中学校職員、避難所担当職員、○○連合町内会役員のうち到着して 

いる者が行う。 

運営に関する 

特記事項 

 

※施設利用や 

他施設との 

連携のルール 

など 

1 避難所は区から要請された場合か、避難所にいる●●中学校職員、○○連合町内会

役員、避難所担当職員が必要と判断した場合に開設する。施設の安全確認は必須。 

2 避難者を収容するのは、体育館とする。ただし、体育館での生活が困難な高齢者や障

害者など配慮が必要な方がいる場合は、武道館、△△教室の順に開放する。 

また、必要に応じて○○小学校の運営委員会と調整する。（別紙：学校平面図による） 

3 ●●中学校で避難者を受け入れきれない場合は、○○小学校の収容状況を確認のう

え調整する。また、■■市民センターを開設する。 

4 市民センター、コミュニティ・センターとの調整は、○○小学校の運営委員会を本部として

行い、各避難所へ役員を割り振って連携する。 

5 開設したときは、連合町内会の役員を割り振る。 

○○小学校の運営委員会を本部として連携をとる。 

6 市の支援物資の供給が始まったら、小学校の本部に必要数を報告する。各施設で必

要な物資は、小学校の運営本部で取りまとめる。物資の配送は、皆で協力して行う。 
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施 設 ③ ■■市民センター 

施 設 管 理 者 ＊＊＊＊     （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

避難所担当職員 

なし 

開設した場合は○○小学校から巡回 （TEL：             ） 

※夜間休日発生時の初動 

同上 （TEL：             ） 

活 用 用 途 
・○○小学校・●●中学校で避難者を受け入れきれなかった場合に開設する。 

・□□コミュニティ・センターで避難者を受け入れきれなかった場合に開設する。 

地 域 内 で の 

避難予定者等 
  

鍵 の 保 有 者 

(連絡先) 

施設管理者 ＊＊＊＊ 

施設職員  ＊＊＊＊ （022-***-**** 090-****-****） 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いる時間 

開錠  

施設管理者・職員が開錠する。 

安全確認 

施設管理者・職員が行う。 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いない時間 

開錠  

施設管理者・職員が開錠する。 

安全確認 

施設管理者・職員が行う。 

運営に関する 

特記事項 

 

※施設利用や 

他施設との 

連携のルール 

など 

１ 区から要請された場合か、○○小学校・●●中学校での避難者の受け入れが困難な

場合に、○○連合町内会役員、避難所担当職員が判断し、■■市民センターに連

絡して開設する。 施設の安全確認は必須。 

2 避難者を収容するのは、1 階ホール、および談話室とする。 

3 開設したときは、連合町内会の役員を割り振る。 

○○小学校の運営委員会を本部として連携をとる。 

4 市の支援物資の供給が始まったら、小学校の本部に必要数を報告する。物資の配送

は、皆で協力して行う。 

＊避難生活が長期化した場合には、会議室、和室は避難所が集約される際に使用される

可能性がある。（○○区災害対策本部からの指示による） 
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施 設 ④ □□コミュニティ・センター 

施 設 管 理 者 ＊＊＊＊（■■町内会長）  （TEL：022-***-**** 090-****-****） 

避難所担当職員 

なし 

開設した場合は○○小学校から巡回 （TEL：             ） 

※夜間休日発生時の初動 

同上 （TEL：             ） 

活 用 用 途 
身体の不自由な方や介護が必要な方を移動させる施設として活用する。 

※ 和室などを優先的な避難スペースとして活用する。 

地 域 内 で の 

避難予定者等 
同上  

鍵 の 保 有 者 

(連絡先) 
施設管理者 ＊＊＊＊（■■町内会長） 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いる時間 

開錠  

鍵を管理している■■町内会長が開錠する。 

安全確認 

■■町内会長、または連合町内会役員で行う。 

開錠と安全確認 

※施設職員が 

いない時間 

開錠  

鍵を管理している■■町内会長が開錠する。 

安全確認 

■■町内会長、または連合町内会役員で行う。 

運営に関する 

特記事項 

 

※施設利用や 

他施設との 

連携のルール 

など 

１ 区から要請された場合か、○○小学校で体育館での生活が困難な高齢者や介護が

必要な方がいた場合に、連合町内会役員、避難所担当職員が判断し、鍵を保有して

いる■■町内会長と開設する。 施設の安全確認は必須。 

2 避難者を収容するのは、1 階和室などとする。 

3 開設したときは、連合町内会の役員を割り振る。 

○○小学校の運営委員会を本部として連携をとる。 

4 市の支援物資の供給が始まったら、小学校の本部に必要数を報告する。物資の配送

は、皆で協力して行う。 

―２１― 



５ 避難所運営の初動の役割 

地域団体 

※主に避難所運営全般を担当 

１ ○○小学校で、各町内会の協力のもと避難所立ち上げの準備を行う。 

→体育館内のスペースを町内会ごとに割り振り 

→受付や本部の設置、ルールの掲示など 

→避難者数の取りまとめ（各町内会の報告から） 

→トイレの確認と、使用できない場合の災害用簡易組立トイレの設置 

→備蓄物資や資機材を確認し、準備する（体育準備室の倉庫） 

２ 避難所運営委員会を立ち上げて、マニュアルシートで仕事を分担して行う。 

  初期の各班長の予定（当日の状況で変更する） 

   委員長（＊＊＊＊） 

   名簿班（＊＊＊＊） 総務班（＊＊＊＊） 情報広報班（＊＊＊＊） 

   食料物資班（＊＊＊＊） 救護班（＊＊＊＊） 衛生班（＊＊＊＊） 

３ 小学校・中学校以外の施設を開設する必要があるときは、各施設管理者

に連絡し、開設の体制を整える。 

避難所担当職員 

※主に区災害対策本部との調整や要請 

１ ○○連合町内会と一緒に、避難所の立ち上げの準備を行う。 

２ ○○区災害対策本部に被害状況や避難所の開設について報告し、その 

後の連絡調整全般を行う。 

３ 情報広報班と協力して、区からの災害情報などを避難者に提供する。 

４ 必要な活動の支援、○○連合町内会の活動を補佐する。 

5 区災害対策本部への要請や調整を行う。 

施設管理者 

※主に避難所施設に関する支援 

《○○小学校、●●中学校》 

１ 施設の状況を確認し、使用できるスペースを確保する。 

２ 施設の利用に関する調整を中心に、避難所の立ち上げを支援する。（ペット 

スペースやトイレの設置、家庭科室の利用など） 

３ 必要に応じて、教室の開放や避難者誘導を支援する。 

《その他の施設》 

１ 施設の安全確認を行い避難所として使用できる体制を整える 

２ 避難所として開設する場合は、施設の利用に関して支援する。 

地域に関する各種団体 

（ 民生委員児童委員 ） 

※主に地域住民に関する支援 

１ 避難することが困難な在宅の高齢者や要介護者の安否確認を 

行う。 

２ 避難所内の高齢者や要介護者の支援を行う。 

 

―２２― 



６ 地区避難施設として集会所等を活用する地域との連携 

 

７ その他の留意事項 

※地区避難施設を活用する方の自主運営が原則 

・○●町内会が災害直後から避難し運営する。物資などは、○●町内会の備蓄等で対応する。 

・支援物資が必要となる場合は、○●町内会から○○小学校の本部に依頼するものとする。 

・○○小学校に物資が届いた後の搬送は原則として○●町内会が行う。 
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用 語 解 説 

いっとき避難場所 

○地震災害発生直後に、住民が家屋倒壊の危険等から身の安全を守ったり、自主

防災組織による避難行動や安否確認を実施するために集合する場所です。いっ

とき避難場所は、近隣の公園や広場の中から地域で事前に決めておきます。 

地域避難場所 

○指定避難所への避難が困難な地域の一時的な避難場所として、下記の条件を有

した屋外スペースを位置づけ、必要に応じて指定しています。 

指定条件：有効面積概ね２，５００㎡以上、出入口を２か所以上確保 

広域避難場所 

○火災の延焼拡大により地域全体に危険がおよび、指定避難所等にとどまること

が危険な場合等に一時的に避難するための場所です。 

指定条件：有効面積概ね５０，０００㎡以上、避難に有効な避難路を確保 

指定避難所 

○住家やライフラインの被害により生活の場を失った住民等が災害直後から避

難できる施設として、物資の備蓄や無線の整備をした施設で、避難するための

広場と避難者を収容する施設を併せ持つ「市立小中高等学校」をあてています。 

○ただし、施設の配置状況により市立学校への避難が困難な一部地域について

は、特例措置として市民センターやコミュニティ・センター等の市有施設の一

部を、同様の施設として位置付けることとしています。 

補助避難所 

○指定避難所を補完する施設として、必要に応じて活用できるよう備蓄や無線の

整備をした施設で、地域との事前協議により、地域の実情に応じて位置付けて

いくものとし、「市民センターやコミュニティ・センター」等の市有施設をあ

てています。 

地区避難施設 

（がんばる避難施設） 

○食料の備蓄等を含めた平時の備え、災害時の運営は地域で行うことを前提に、

集会所等地域の施設を活用し、自立して運営する避難施設です。 

○地域の判断で「地区避難施設」を立ち上げた後、各地域の指定避難所へ報告が

行われることで市が認知します。 

○物資の公的支援は、指定避難所への物資の供給が可能となってから行います。 

※地区避難施設を活用する場合に、地域の中で整理されておくべき前提条件があ

ります。（詳しくは、P５を参照してください。） 

福祉避難所 

○指定避難所や補助避難所での生活が困難な高齢者や障害者を受け入れる二次

的な避難施設です。 

○原則として災害発生直後からの直接の避難はできず、市は、避難所からの要請

等により受入れの支援を行います。 

■ 用語の解説 ■ 
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用 語 解 説 

地域団体 

○連合町内会や町内会など、避難所が設置される地域で組織されている団体

です。地域によって民生委員児童委員や地区社会福祉協議会等も密接に関

わっており、その形は地域によって様々ですが、本マニュアルでは、総称

して地域団体として記載しています。 

避難所担当職員 

○市が避難勧告等を発令した場合や、市内で震度 6 弱以上の地震が発生した場

合に、指定避難所に派遣させる仙台市の職員です。平日の日中に災害が発生し

た場合は市役所の各部署から、夜間や休日の場合は地域に居住する市職員が、

避難所に集まります。 

施設管理者・職員 

○指定避難所や補助避難所等の施設（学校や市民センター等）の職員です。 

○コミュニティ・センターの管理人の方々も施設管理者という位置付けになりま

す。 

避難者 

○避難所に避難する方です。本マニュアルでは、主として以下のような方を避難

者として想定しています。 

・住居が被害を受け、居住の場を失った方 

・ライフラインの被害により、日常生活が著しく困難な方 

・避難勧告が発せられる等により緊急避難の必要がある方  など 

災害時要援護者 
○高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦及び言葉の通じにくい外国人等、災害時に特

に配慮が必要な方のことです。 

在宅被災者 

○本マニュアルでは、以下のような方を在宅被災者として記載しています。 

・避難所に避難することのできない災害時要援護者 

・ライフラインが被害を受け、日常生活が著しく困難なため、食料・物資等

の支援が必要な方 

帰宅困難者 ○交通機関の不通により帰宅が困難となった方のことです。 

区災害対策本部 
○各区役所に設置され、避難所の運営管理を含む区内の災害対応を行う組織で

す。 

―２５― 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仙台市避難所運営マニュアル（事前準備解説編） 

 
発 行 年 月  平成２５年４月 

編集・発行  仙台市消防局防災企画課 

〒980-0802 

仙台市青葉区二日町 12-26 カメイ勾当台ビル 3F 

電話：022-214-3108 

 




